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保険データ企画室長

保険者へ請求する診療（調剤）報酬明細書情報等の仕様について

標記については、「保険者へ請求する診療（調剤）報酬明細書情報の仕様について」（平

成 18年6月6日事務連絡）により取り扱っているところであるが、今般、電子情報処理

組織の使用による保険者からの再審査の申出等に関する取扱いに伴い下記のとおり策定

及び改定することとしましたので、ご連絡します。

なお、関係団体、機関等に対し、周知をお図りいただきますようお願いいたします。

記

1 保険者へ請求する診療（調剤）報酬に係る記録条件仕様

① （別添 1) レセ電コード情報ファイル記録条件仕様（医科）

② （別添2) レセ電コード情報ファイル記録条件仕様 (DPC) 

③ （別添3) レセ電コード情報ファイル記録条件仕様（歯科）

④ （別添4) レセ電コード情報ファイル記録条件仕様（調剤）

⑤ （別添5) レセ電コード情報ファイル記録条件仕様（訪間看護）

2 再審査等請求に係る記録条件仕様

① （別添6)オンラインによる再審査等請求ファイルに係る記録条件仕様（医科用）

② （別添 7)オンラインによる再審査等請求ファイルに係る記録条件仕様 (DPC用）

③ （別添8)オンラインによる再審査等請求ファイルに係る記録条件仕様（歯科用）

④ （別添9)オンラインによる再審査等請求ファイルに係る記録条件仕様（調剤用）

なお、別添 1~9は、 HP 「診療報酬情報提供サービス」



htt~ohoshu/receMenu/doRecelnfo に掲載




